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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー貯蔵装置の複数のエネルギー貯蔵ユニット（６）を並列および／または直列
に接続するための導体であって、
　前記導体に沿って固定された、互いに離間した、前記エネルギー貯蔵ユニット（６）の
陽極（５’）および／または陰極（５）への接続のための接触接続部（２、２’）を有し
ており、前記接触接続部（２、２’）間には柔軟な領域（１２）が設けられている導体に
いて、
　前記接触接続部は陽極接続面と陰極接続面とを有しており、前記陽極接続面は、前記陰
極接続面とは異なる材料から形成されており、
　前記接触接続部（２、２’）は、接合部（３）を介して前記導体に固定されていること
を特徴とする導体。
【請求項２】
　前記エネルギー貯蔵ユニット（６）が電池（６）として形成されており、前記エネルギ
ー貯蔵装置が電池ブロック（７）として形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の導体。
【請求項３】
　前記接触接続部が接触小板（２、２’）として形成されていることを特徴とする請求項
１または２に記載の導体。
【請求項４】
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　前記導体が、複数の絶縁されていない細い針金から成る絶縁されていない撚り線（１）
として形成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の導体。
【請求項５】
　前記接触接続部（２、２’）の横断面は、前記撚り線（１）よりも小さいことを特徴と
する請求項４に記載の導体。
【請求項６】
　前記陽極接続面がアルミニウムから形成されており、前記陰極接続面は銅から形成され
ていることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の導体。
【請求項７】
　前記接合部（３）のいずれか１つに、セル電圧タップ線（９）が設けられていることを
特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の導体。
【請求項８】
　複数のエネルギー貯蔵ユニットからなるエネルギー貯蔵装置であって、
　前記エネルギー貯蔵ユニットは、請求項１から７のいずれか一項に記載の導体によって
、並列および／または直列に電気的に連結されていることを特徴とするエネルギー貯蔵装
置。
【請求項９】
　前記エネルギー貯蔵装置がハイブリッド車両のためのエネルギー貯蔵装置であることを
特徴とする請求項８に記載のエネルギー貯蔵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギー貯蔵装置の複数のエネルギー貯蔵ユニットを並列および／または
直列に接続するための導体と、対応するエネルギー貯蔵装置とに関する。当該導体は、導
体に沿って固定された、互いに離間した、エネルギー貯蔵ユニットの陽極および／または
陰極への接続のための接触接続部を有している。
【背景技術】
【０００２】
　このようなエネルギー貯蔵装置は、例えば特に電気駆動またはハイブリッド駆動の自動
車において用いられる。当該エネルギー貯蔵装置は一般的に、電気的に連結された複数の
セルから構成されている。特にハイブリッド車両の場合、非常に多くのセルを並列にも（
容量を増大させるため）直列にも（電圧を高めるため）連結しなければならない。エネル
ギー貯蔵装置をコンパクトに構成しなければならない場合、エネルギー貯蔵装置の稼動に
よって温度が著しく変動する。特に、車両周辺の温度は著しく変動することになる。
【０００３】
　さらに、電流が高いために、導体の横断面を相当の大きさにしなければならないという
技術的な問題が存在する。
【０００４】
　さらなる技術的な問題は、車両を運転している際に生じる振動および衝撃である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって本発明の課題は、前記技術的問題にもかかわらず、材料を最適に利用した場
合に、より安全に運転を行うことが可能であり、さらに失敗を最小限に抑えて容易に取り
付けることが可能であるような導体および対応するエネルギー貯蔵装置を示すことにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本課題は、請求項１および１０に記載の特徴によって解決される。本発明の有利なさら
なる構成は、従属請求項に記載されている。本発明の枠内には、明細書、請求項、および
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／または図に記載された特徴の内少なくとも２つから成る組み合わせの全ても含まれる。
値の領域が記載されている場合は、記載された境界内の値も、境界値として開示されたも
のとし、任意の組み合わせで用いられる。
【０００７】
　本発明は、柔軟な接続システムもしくは柔軟な導体を設けるという思想に基づいている
。当該システムもしくは導体によって、部品公差が解消されるとともに、温度変動による
延長の変化が補償されるが、これは接触接続部間の部分を柔軟にすることによって可能に
なる。それゆえ、当該部分は専ら柔軟な材料で形成され、硬直した構成要素は有さないこ
とが好ましい。このとき、この柔軟な部分は、接触接続部の部分よりも長く、特に少なく
とも２倍、好ましくは５倍の長さを有すると有利である。
【０００８】
　本発明の有利な構成においては、エネルギー貯蔵ユニットは電池として形成され、エネ
ルギー貯蔵装置は電池ブロックとして形成される。
【０００９】
　本発明のさらなる構成においては、接触接続部は接触小板として形成される。
【００１０】
　導体を、特に絶縁していない撚り線として形成することによって、一方では大きな横断
面が実現可能であり、柔軟な部分の領域において、軽く曲げられる撚り線によって柔軟性
が保証される。被覆が不要になるので、可能な限り大きな柔軟性が得られる。
【００１１】
　接触接続部は、特に並列接続されているときに、導体よりも小さい横断面を有している
と有利である。それによって、セル接続部領域における組立空間を極力小さくすることが
できる。
【００１２】
　陽極に接続するための接触接続部が特にアルミニウムから形成され、陰極に接続するた
めの接触接続部が特に銅またはニッケルめっき鋼から形成されるというように、前者が後
者とは異なる材料から形成されている限りにおいて、質の高い接触が実現する一方で、電
気化学ポテンシャルの異なる金属を組み合わせて腐食の問題を極力抑えることによって、
接触接続部の長寿が保証される。接触小板はローラめっきされたバンドから形成されてい
ると有利である。特に、陽極への接触接続部および／または陰極への接触接続部が溶接可
能である実施形態が好ましい。
【００１３】
　さらなる別の実施形態において、前記接触接続部は陽極接続面と陰極接続面とを有する
。陽極接続面は、特に銅から形成される陰極接続面とは異なる材料、特にアルミニウムか
ら形成される。このようにして、接触接続部の製造費用にポジティブな影響を与える種類
の接触接続部のみが形成される。
【００１４】
　摩擦接続、特に溶接または圧着接続の形態の接合部を介して、当該接触接続部を導体も
しくは撚り線に固定する技術的措置によって、振動または衝撃が大きい場合でも、導体と
接触接続部との間の接続が確実になる。同時に、接触接続部とエネルギー貯蔵ユニットの
陽極および／陰極との接続が、好ましくは溶接によって、材料接続的に行われている限り
において、ここでも、電気的接続の分離による障害は実際に排除される。当該適用事例に
おいては、レーザー溶接または超音波溶接が特に効果的な溶接技術と見なされる。好まし
くは、エネルギー貯蔵ユニットへの移行部はレーザー溶接によって行われ、導体、特に撚
り線への接触接続は超音波溶接によって行われる。これによって、移行時の抵抗を最小限
に抑えた、均一な接続が作られる。
【００１５】
　接合部のうち、いずれか１つにはセル電圧タップ線が設けられていると有利であり、溶
接によって設けられていると好ましい。それによって、充電および運転時に、各エネルギ
ー貯蔵ユニットの状態に関する確実かつ障害のない情報が得られる。
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【００１６】
　本発明のさらなる利点、特徴、および詳細は、好ましい実施例の説明と以下の図とから
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る導体の一部の斜視図である。
【図２】本発明に係るエネルギー貯蔵装置の一部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明に係る導体の一部を示した図である。当該導体は、細い個々の針金から
成る撚り線１によって構成されているので、軽く曲げることができる。撚り線１の個々の
針金（数千本まで）も、撚り線１も、絶縁カバーによって囲繞されてはおらず、絶縁され
ていない。
【００１９】
　撚り線１に沿って、接触小板２、２’が接合部３を介して付着している。それによって
、接触小板２、２’と撚り線１との間に持続的かつ密接な電気的接続が作られている。
【００２０】
　接触小板２、２’は、固定部分４、４’を通じて、図２に示した電池ブロック７の電池
６の極５、５’に電気的に接続される。つまり、溶接によって接続される。
【００２１】
　極５、５’の極性を明示し、接触小板２、２’を陽極５’および陰極５に対応して正し
く接続するために、特に直径の異なる穴の形態をした目印手段８、８’が、固定部分４、
４’に設けられている。
【００２２】
　撚り線１に付着したセル電圧タップ線９によって、撚り線１を通じて連結された電池６
の各群のセル電圧が調整され得る。それによって、電池６の群の個別利用が可能になる。
セル電圧タップ線９の接続は、好ましくはRADSOKプラグとして形成された接続部１０を通
じて行われると有利である。
【００２３】
　接触部分１１もしくは接合部３の間には、柔軟な領域１２が設けられており、ここでは
当該領域は撚り線１自身によって形成されている。撚り線１の構成と、柔軟な領域１２に
おいて撚り線を事前に圧縮しないこととによって、柔軟な領域１２の柔軟性が保障される
ので、公差の補償が座標系の全方向において、撚り線１に沿っても可能である。
【００２４】
　導体をエネルギー貯蔵装置内に、特に取り付けに有利かつ省スペースに収納することは
、接触小板２、２’を、撚り線１から突出する固定部分４、４’を有する長方形の小板と
して形成することによって実現される。
【００２５】
　陰極５に溶接される固定部分４は銅またはニッケルめっき鋼から形成され、電池６の陽
極５’に溶接された固定部分４’はアルミニウムから形成されていると有利である。電池
６の陰極５および陽極５’は、このために対応した材料から構成されているからである。
【００２６】
　図２に係るエネルギー貯蔵装置の接続は、RADSOKプラグ／ソケットによって行われると
有利である。
【００２７】
　別の選択肢として、陽極接続面と、その反対側に配置された陰極接続面とを有する接触
小板２、２’を形成しても良い。
【符号の説明】
【００２８】
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　　１　撚り線
　　２、２’　接触小板
　　３　接合部
　　４、４’　固定部分
　　５、５’　極（陰極、陽極）
　　６　電池
　　７　電池ブロック
　　８、８’　目印手段
　　９　セル電圧タップ線
　　１０　接続部
　　１１　接触部分
　　１２　柔軟な部分

【図１】 【図２】
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